
 

 安倍首相は、7日、7都府県を対象とする新型コロナウイルス感染症拡

大防止のための「緊急事態宣言」を発令しました。宣言の効力は、5月 6

日までの 1か月間です。 

 同宣言を受け、7都府県知事による外出や休業の自粛要請のほか、物資

の強制収容、土地や家屋の強制使用などの私的制限が可能になります。 

 

 

 

 休業を余儀なくされる労働者や飲食店などへの影響は計り知れず、自

粛と一体での損失の補償や全国民への給付金支給を緊急に求める声が高

まっていますが、政府は一貫して補償を拒んでいます。 

日本共産党は、現時点で、感染の爆発的拡大を抑えるために、外出自

粛の要請を強めるなどの措置を取ることは当然だと考えますが、最大の

問題は、安倍首相が、この期に及んで、自粛と一体の補償を拒んでいる

ことにあります。これでは、爆発的感染を抑えるうえでの実効性がない

と言わざるを得ません。政府の責任で「緊急事態宣言」を発令する以上

は、政府の責任において補償措置を行うことが急務となっていることを

強調したいと思います。 

 

 

 安倍首相は、自粛要請による影響は、直接的影響 

だけでなく間接的な影響が甚大だから補償ができな 

いといますが、日本共産党は、影響が甚大だからこ 

そ補償が必要と考えます。 

 

 

 政府の「緊急経済対策」についても、自粛と一体の補償を行うという

立場が欠落しています。個人に対する現金給付も、中小企業に対する現

金給付も対象が狭く不公平が生まれます。特に困窮している人々の中に

分断を持ち込むのは最悪のやり方です。 

       沼田市は、国の方針に従った「行政改革」の名の

もとに正職員の削減を進め、新年度にはほぼ計画通

りの 401人(56.2％)になりましたが、仕事量は増え

ることはあっても、減ることはない状況なので、賃

金の低い非正規職員や退職職員を再任用で充てて

いくことになり、非常勤職員が 313人(43.8％)と大

幅に増えています。 

国は、同一労働同一賃金を実現すると 

いって、それぞれの自治体の職員賃金表 

と同じ額にするとともに、ボーナスなど 

も支給できる「会計年度任用職員」とす 

る法律改正を行いました。一見、大きく 

改善したように見えますが、任期が 1年 

以下と決められ、原則 1年ごとに公募し、 

選定されることになります。公募によらな 

い場合も認められていますが、4 年間で、5 年目はまた公募され

ます。いずれにしろ契約は、1年以下の単位ですので、年間の賃

金では、正規職員の半分以下程度で、ワーキングプアと言われる

年間 250万円以下がほとんどです。 

 例えば、今起こっている「新型コロナウイルス感染症」に対す

る医療現場では、長年にわたって行われてきた「医療への行財政

改革」によって、病院・医療設備・ベット数の削減及びマンパワ

ーの削減が大きく影響し、どこの地域でも医療崩壊直前です。 

 平常時の行政サービスの向上はもちろん、災害時での住民に対

する危機管理や安全対策が徹底 

されるのか、大いに心配であり、 

日本共産党は、自治体が、基本 

的には正職員で運営されること 

が必要と考えています。 
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